
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

人事院勧告に伴う人件費等について所要の

補正を行うものであり、必要やむを得ない

ものと認めた。

人事院勧告に伴う人件費等について所要の

補正を行うものであり、必要やむを得ない

ものと認めた。

人事院勧告に伴う人件費等について所要の

補正を行うものであり、必要やむを得ない

ものと認めた。

人事院勧告に伴う人件費等について所要の

補正を行うものであり、必要やむを得ない

ものと認めた。

人事院勧告等を踏まえ人件費を補正すると

ともに、関係する収入及び支出額を実施見

込みに合わせて補正するものであり、必要

やむを得ないものと認めた。

人事院勧告や人員配置による職員構成の変

動等を踏まえ人件費を補正するものであり、

必要やむを得ないものと認めた。

予 算 決 算 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算委員長  　猶　　　克　実   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年(2025年)１２月２２日

  宇部市議会議長 　山　下　節　子    様

記

議 案
第 ９ ８ 号

令和７年度宇部市介護保険
事業特別会計補正予算（第
２回）

原 案 可 決

議 案
第 ９ ９ 号

令和７年度宇部市国民健康
保険事業特別会計補正予算
（第２回）

原 案 可 決

議 案
第１００号

令和７年度宇部市後期高齢
者医療特別会計補正予算
（第２回）

原 案 可 決

議 案
第１０１号

令和７年度宇部市中央卸売
市場事業特別会計補正予算
（第１回）

原 案 可 決

議 案
第１０２号

令和７年度宇部市農業集落
排水事業会計補正予算（第
１回）

原 案 可 決

議 案
第１０３号

令和７年度宇部市下水道事
業会計補正予算（第１回）

原 案 可 決



事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

総合経済対策に伴う国の補正予算を活用し

た物価高騰支援と条例改正に伴う議員期末

手当の補正を行うもので、歳出については

子育て世帯に対する給付金の支給のほかプ

レミアム付商品券の発行に要する経費や水

道料金のうち基本料金部分の減免に要する

経費、救急告示病院に対する支援金の支給

に要する経費などを補正し、歳入について

は、歳出に伴う国庫支出金を増額補正し、

収支調整として、財政調整基金繰入金を減

額補正するものであり、必要やむを得ない

ものと認めた。

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影

響を受けた市民や事業者の経済的負担を軽

減するため、水道料金の減免を実施し、こ

れに伴う収支を見直すものであり、必要や

むを得ないものと認めた。

議 案
第１２８号

令和７年度宇部市水道事業
会計補正予算（第３回）

原 案 可 決

議 案
第１２７号

令和７年度宇部市一般会計
補正予算（第５回）

原 案 可 決


